
令和 7年（2025 年）4月 11 日 

 

 

熊本県で馬インフルエンザ発生！！ 

 
４月８日、熊本県の馬（重種馬）飼養農場３戸において、

我が国では 2008（平成 20）年以来となる馬インフルエンザ

（以下「本病」）の発生が確認されました。 

（令和 7年 4月 11 日時点） 

 

本病は飛沫感染により急速に伝播します。 
症状：急な発熱（39～40℃）、咳、鼻水、羞明、流涙など 

※感染から２～３日で発症するとされています。 

 

  本病の発生予防及びまん延防止のため 

◆飼養衛生管理基準に基づく衛生管理の徹底 

◆飼養馬の健康観察の徹底、異常馬の早期発見・隔離 

◆異常馬発見時には獣医師への早期連絡 

をお願いします。 

 

農場に出入りする従業員、関係者に対しても、飼養者か

ら注意喚起し、農場の設備・消毒体制のルールを守るよう

指導してください。 

 

 

日高家畜保健衛生所 電話 0146-42-1333 

 

時間外・休日・夜間の場合は、 

日高振興局総合案内電話 0146-22-9030 
 

 

馬飼養者の皆様へ 


